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近
世
陰
陽
師
の
祭
祀
と
祭
文
　
奈
良
暦
師
吉
川
家
文
書
の
地
鎮
祭
の
祭
文
を
中
心
に
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は
じ
め
に

❶
吉
川
家
文
書
の
概
要
と
先
行
研
究

❷
吉
川
家
の
地
鎮
祭
の
祭
文

結
語

　

本
稿
は
、
近
世
南
都
の
暦
師
兼
陰
陽
師
で
あ
っ
た
吉
川
家
に
つ
い
て
、
そ
の
陰
陽
師
と
し
て
の
活

動
の
実
態
を
、
祭
文
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
吉
川
家
は
、
大
和
国
添
上
郡
奈
良
町

内
の
陰
陽
町
を
拠
点
に
、
南
都
暦
を
製
作
・
頒
布
し
て
い
た
暦
師
の
う
ち
の
一
軒
で
あ
り
、
ま
た
土

御
門
家
の
配
下
の
陰
陽
師
と
し
て
、
檀
那
場
に
て
陰
陽
道
の
祭
祀
に
従
事
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
吉
川
家
の
地
鎮
祭
や
宅
鎮
祭
の
祭
文
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
地
鎮
祭
は
、
家
屋
敷

の
造
営
な
ど
に
際
し
て
犯
土
の
祟
り
を
受
け
な
い
よ
う
に
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
古
代
よ
り
陰
陽

道
の
代
表
的
な
祭
祀
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
奈
良
暦
師
吉

川
家
旧
蔵
資
料
」
よ
り
、
二
種
類
・
八
点
の
祭
文
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
や
写
本
同
士
の
書
承
関

係
に
つ
い
て
検
証
し
た
。
こ
の
二
種
類
の
祭
文
を
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
地
鎮
安
宅
祭
文
」「
地
鎮

祭
祝
詞
」
と
称
す
る
。

　
「
地
鎮
安
宅
祭
文
」
は
、「
宅
鎮
祭
用
物
」
の
標
題
を
持
つ
儀
礼
次
第
書
の
祭
文
部
分
で
あ
る
。「
宅

鎮
祭
用
物
」
は
、
吉
川
家
文
書
（
Ｈ
679
―
8
―
135
）
の
ほ
か
、
土
御
門
家
旧
蔵
資
料
（
宮
内
庁
書
陵

部
所
蔵
）
と
若
杉
家
文
書
（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）
に
写
本
が
現
存
し
て
お
り
、
吉
川

家
本
は
書
陵
部
本
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
。
陰
陽
町
の
藤
村
家
を
介
し
て
同
町
の
陰
陽
師
達
に
共

有
さ
れ
、
吉
川
家
で
は
「
地
鎮
安
宅
祭
文
」
と
し
て
相
伝
さ
れ
た
。
安
倍
（
土
御
門
）
家
の
祭
文
と

し
て
伝
え
ら
れ
る
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
書
写
『
地
鎮
之
祭
文
』
と
内
容
上
の
繋
が
り
を
持
つ
。

一
方
「
地
鎮
祭
祝
詞
」
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
家
資
料
と
の
繋
が
り
は
見
い
だ
せ
ず
、
吉
川
家
に
の

み
用
い
ら
れ
た
地
鎮
祭
の
詞
章
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
二
種
類
の
祭
文
は
、
吉
川
家
で
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
歴
代
の
吉
川
家

当
主
に
よ
り
繰
り
返
し
書
写
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
書
承
に
よ
り
相
伝
さ
れ
た
知
識

の
中
に
土
御
門
家
伝
来
の
儀
礼
詞
章
が
見
出
せ
る
こ
と
、
ま
た
地
方
陰
陽
師
の
側
で
は
そ
う
し
た　

〈
正
統
〉
的
な
知
識
を
重
要
視
し
つ
つ
も
、
家
独
自
の
知
識
大
系
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

近
世
陰
陽
師
、
奈
良
暦
師
、
儀
礼
詞
章
、
地
鎮
祭
、
宅
鎮
祭


